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い
、
当
初
の
見
込
よ
り
節
電

効
果
が
あ
り
、
減
額
さ
れ
た
。

Ａ
三
口
総
務
課
長

⑤
負
担
金
に
は
、
保
守
等
の

負
担
も
あ
り
年
度
に
よ
っ
て

負
担
額
も
違
う
が
、
仕
様
等

の
確
定
に
よ
り
減
額
さ
れ

た
。

■
民
生
費

Ｑ
山
内
委
員

①
老
人
ク
ラ
ブ
運
営
補
助
金

と
連
合
会
運
営
補
助
金
の
減

額
の
要
因
に
つ
い
て
。

②
保
育
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務

委
託
の
内
容
に
つ
い
て
伺

う
。

Ａ
金
澤
保
健
福
祉
課
長

①
昨
年
１
月
の
臼
谷
老
人
ク

ラ
ブ
解
散
に
伴
い
単
体
・
連

合
会
補
助
金
を
減
額
し
た
。

②
保
育
料
の
無
償
化
に
伴
う

国
の
基
準
に
合
わ
せ
た
シ
ス

テ
ム
の
改
修
で
あ
る
。

Ａ
運
上
財
政
課
長

②
保
育
料
無
償
化
の
改
修
で

全
額
国
庫
補
助
で
対
応
し
て

い
る
。

■
衛
生
費
（
質
疑
な
し
）

■
労
働
費
（
質
疑
な
し
）

■
農
林
水
産
業
費

Ｑ
山
内
委
員

①
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金

と
農
道
整
備
特
別
対
策
事
業

負
担
金
の
不
用
額
の
内
容
に

つ
い
て
。

②
森
林
所
有
者
意
向
調
査
の

内
容
と
今
後
の
方
向
性
に
つ

い
て
伺
う
。

Ａ
斉
藤
経
済
課
長

①
不
用
額
の
内
容
は
、
農
道

整
備
特
別
対
策
事
業
の
負
担

金
で
設
計
変
更
に
よ
る
負
担

金
の
減
額
と
多
面
的
機
能
支

払
交
付
金
は
13
地
区
か
ら
１

地
区
減
っ
た
た
め
の
減
額
で

あ
る
。

②
厳
密
に
言
え
ば
森
林
所
有

者
の
意
向
調
査
の
基
礎
資
料

の
作
成
で
、
340
人
が
対
象
で

地
番
図
、
林
班
図
と
航
空
写

真
を
照
ら
し
合
せ
、
山
の
現

況
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
調
査
に
向
け
て
精
査
を

し
て
い
る
。

■
商
工
費

Ｑ
山
内
委
員

①
農
泊
推
進
事
業
等
補
助
金

の
結
果
、ど
う
活
か
さ
れ
た
か
。

②
留
萌
南
部
地
域
広
域
観
光

連
携
協
議
会
負
担
金
の
内

容
・
中
身
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ
木
村
経
済
課
主
幹

①
農
泊
推
進
事
業
は
国
の

交
付
金
を
活
用
し
、
町
の

良
さ
や
体
験
等
を
通
じ
て

本
町
の
魅
力
と
観
光
の
活

性
化
を
図
る
た
め
の
取
組

み
を
進
め
る
。

②
令
和
元
年
度
で
３
年
目
で

南
部
３
市
町
の
Ｐ
Ｒ
、
特
産

品
の
販
売
、オ
リ
ジ
ナ
ル
グ
ッ

ズ
作
製
、
雑
誌
で
３
市
町

の
紹
介
等
Ｐ
Ｒ
活
動
を
通
し

て
、
魅
力
を
発
信
し
て
い
る
。

■
土
木
費

Ｑ
西
村
委
員

　

道
路
橋
梁
河
川
維
持
費
の

委
託
料
の
不
用
額
に
つ
い
て

伺
う
。

Ａ
東
藤
生
活
環
境
課
長

　

排
雪
の
経
費
の
執
行
残

で
、
年
に
よ
っ
て
雪
の
量
も

違
う
の
で
設
計
値
と
実
績

値
は
、
慎
重
に
協
議
し
検

討
す
る
。

Ｑ
山
内
委
員

①
樋
門
樋
管
の
操
作
権
限

の
道
と
の
取
り
決
め
に
つ

い
て
。

②
新
町
団
地
の
耐
力
度
調

査
の
結
果
と
対
応
に
つ
い

て
伺
う
。

Ａ
東
藤
生
活
環
境
課
長

①
町
か
ら
の
指
示
に
よ
り
大

雨
時
に
は
樋
門
管
理
人
が
見

回
り
開
閉
操
作
を
行
う
。
草

刈
り
に
つ
い
て
は
河
川
管
理

道
路
の
た
め
道
で
実
施
し
て

い
る
。

②
耐
力
度
調
査
の
結
果
、

問
題
な
し
と
報
告
を
受
け

て
い
る
。

■
消
防
費
（
質
疑
な
し
）

■
教
育
費

Ｑ
西
村
委
員

　

文
化
セ
ン
タ
ー
空
調
設
備

等
保
守
点
検
委
託
料
の
空
調

設
備
の
内
容
を
伺
う
。

Ａ
金
子
社
会
教
育
課
長

　

空
調
設
備
は
冷
温
水
発
生

器
が
年
３
回
、
ボ
イ
ラ
ー
が

年
１
回
と
配
管
、
ダ
ク
ト
清

掃
、
フ
ィ
ル
タ
ー
交
換
を
年

１
回
点
検
実
施
し
て
い
る
。

Ｑ
山
内
委
員

①
委
託
費
で
閉
校
校
舎
の
除

雪
費
の
不
用
額
と
除
雪
が
無

く
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
。

②
給
食
運
営
委
員
会
の
開
催

回
数
と
報
酬
の
減
額
に
つ
い

て
。

③
幼
稚
園
副
食
費
負
担
等
に

つ
い
て
保
護
者
の
反
響
は
。

④
幼
稚
園
の
臨
時
賃
金
の
内

訳
で
、
対
象
人
数
・
勤
務
年

数
等
に
つ
い
て
。

⑤
埋
蔵
文
化
展
示
室
に
つ
い

て
総
務
産
業
常
任
委
員
会
所

管
事
務
調
査
で
の
指
摘
事
項

の
対
処
法
に
つ
い
て
伺
う
。

Ａ
種
田
管
理
課
長

①
閉
校
校
舎
の
除
雪
は
、
降

雪
量
が
少
な
く
３
月
補
正
時

期
ま
で
の
判
断
で
不
用
額
で

計
上
。

②
当
初
２
回
の
開
催
を
予
定

し
て
い
た
が
、
１
回
の
開
催

の
た
め
の
減
額
、
支
出
で
あ

る
。

Ａ
照
井
教
育
長（
関
連
補
足
）

②
給
食
費
の
見
直
し
・
改

定
等
見
込
ま
れ
る
時
は
数

回
の
運
営
委
員
会
の
開
催

が
必
要
と
考
え
予
算
を
計

上
し
て
い
る
。

Ａ
種
田
管
理
課
長

③
昨
年
10
月
よ
り
子
育
て
支

援
法
の
施
行
に
よ
り
副
食
費

が
無
償
化
さ
れ
、
執
行
の
段

階
で
保
護
者
の
負
担
軽
減
が

な
さ
れ
、
皆
さ
ん
の
理
解
を

さ
れ
て
い
る
。

④
２
幼
稚
園
の
公
務
補
、
幼

稚
園
教
諭
、
臨
時
保
育
士
等

７
名
の
賃
金
で
勤
務
年
数
は

１
～
３
年
と
捉
え
て
い
る
。

Ａ
照
井
教
育
長（
補
足
説
明
）

④
幼
稚
園
職
員
の
な
り
手
不

足
が
現
状
で
、
働
き
や
す
い

労
働
条
件
で
現
在
雇
用
し
て

お
り
、
今
後
の
採
用
に
当
っ

て
は
色
々
手
を
尽
く
し
職
員

不
足
に
な
ら
な
い
よ
う
に
努

力
す
る
。

Ａ
金
子
社
会
教
育
課
長

⑤
常
任
委
員
会
所
管
事
務

調
査
の
指
摘
事
項
に
つ
い

て
次
年
度
に
向
け
検
討
し

て
い
る
。

■
災
害
復
旧
費（
質
疑
な
し
）


